
ランク別ロイヤリティの支払い方法​
 

本規定は、ライクイット株式会社（以下「B」という）が実施するアンバサダー制度に参加する者（以
下「A」という）に対し、アンバサダー活動に基づき発生するロイヤリティの支払方法等の取扱いに
ついて定めるものである。 
 
 
1. 算定方法 
(1) Bは、Aに対し、Aのアンバサダーランクに応じ、以下に定める算定方法に基づきロイヤリティ
を支払うものとする。 
 
(2) Aの個別クーポンナンバーを使用し、ライクストアで商品が購入されたの金額（税込）から算出
するものとする。 
 
(3) 各ランクに応じたロイヤリティ率は以下の通りとする 
 

・ゴールドランク：8% 
・シルバーランク：5% 
・ブロンズランク：0% 

 
２. 集計期間および支払時期​
(1) ロイヤリティは半年に一度集計する。 
(2)集計期間および支払い時期は、以下のとおりとする。​
​ ・6月20日締分　：同年7月10日までに支払 

・12月20日締分：翌年1月10日までに支払 
 
３.支払い時の税金の支払いについて 
Aが適格請求書発行事業者としての登録番号（以下「事業者番号」という）をBに申告した場合に
限り、Bは、算定されたロイヤリティに消費税相当額を加算した金額を支払うものとする。 
 
４.支払方法 
Bは、前項に基づき算定されたロイヤリティを、Aが事前に指定した金融機関の預金口座へ振込
により支払うものとする。なお、振込手数料はAの負担とする。 
 
５.会計資料の閲覧 
Aが、ロイヤリティ算定の合理的な確認を目的として会計資料の閲覧を求めた場合、Bは、合理
的な範囲においてこれに協力するものとする。​
 
６.振込先情報の届出 
Aは、振込先情報（金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義）を正確にBへ届け出
るものとする。届出内容の誤り又は変更未了により生じた支払遅延その他の不利益について、B
は責任を負わないものとする。 
 


